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江差町日本遺産魅力増進・発信事業資金貸付  
【追分観光課】 

【事業概要】 
令和５年の日本遺産認定継続にあたって付された条件である「地域活性化計画掲載事業の

着実な実行」のために、事業実施主体である江差町観光まちづくり協議会では、文化庁の令

和６年度「日本遺産を活用した魅力ある地域づくり推進モデル事業」に応募し、令和６年７

月 23 日に採択事業として決定を受けた。 

当該文化庁モデル事業は全額国費負担となるが、令和７年１月末（予定）の事業完了後に

文化庁から事業費が入金されるまでの間、事業実施に必要な協議会の自主財源に不足が生じ

ることから、この資金の貸付を行うもの。 

貸付にあたっては、必要事項を定める要綱を制定する。 

   

  ■貸 付 先  江差町観光まちづくり協議会 

  ■貸 付 額  19,000 千円 

           内訳：江差町日本遺産魅力「増進」事業 15,000 千円 

              江差町日本遺産魅力「発信」事業  4,000 千円 

  ■貸付時期  令和６年８月 

  ■償還期限  令和７年３月末日 

 

【文化庁モデル事業全体概要】 

 

 

 
  ＜事業の性質＞補助金や交付金の類ではなく、文化庁の実証事業の一環として行うもの 
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実施事業 

 メニューⅠ．日本遺産魅力「増進」事業 

 ① 日 本 遺 産 Ｗ Ｅ Ｂ ペ ー ジ 構 築   2,500 千円

 ② 構成文化財周遊マップ作成／クイズラリー整備   

 ③ ガイダンス施設整備／構成文化財解説板整備   

 ④ ガ イ ド 協 会 研 修   2,000 千円

 ⑤ ニ シ ン 関 連 商 品 開 発 ・ 販 売   5,000 千円

 

 メニューⅡ．日本遺産魅力「発信」事業 

 インフルエンサー活用地域マーケティング   4,000 千円

5,500 千円

実施事業者選定 
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